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はじめに　
2021年6月11日に株式会社東京証券取引所より「改訂コー
ポレートガバナンス・コード」（以下、「改訂CGコード」とい
う）」が公表されました※1。改訂CGコードでは、取締役会の機
能発揮、企業の中核人材における多様性の確保、サステナビ
リティを巡る課題への取り組みなどの改訂が行われ、上場企
業のガバナンス強化への取り組みに大きな影響を及ぼしてい
ます。
ガバナンス強化において一翼を担っている内部監査に関し
ても、これらの改訂の影響は大きく、今後ますます監査部門
に求められる役割や責任範囲が増えていくと考えられます。
そこで本稿では、改訂CGコードが内部監査に与える影響およ
び昨今のガバナンス強化のトレンドを踏まえた内部監査の取
り組み事例について解説していきます。
なお、文中の意見に係る部分は筆者の私見であり、PwCあ
らた有限責任監査法人および所属部門の正式見解ではないこ
と、あらかじめご理解いただきたくお願いします。

※1	 改訂コーポレートガバナンス・コードの公表、日本取引所グループ、2021年6月11日
	 https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html

1	 コーポレートガバナンス・コードの改訂に		 よる内部監査への影響

今回の改訂CGコードにおいては、ガバナンス強化の観点
から内部監査をより実効性のあるものとするため、補充原則
の加筆修正が行われています。本節では、内部監査に与える
主な影響について3つ取り上げます。

（1）�取締役会による全社的リスク管理体制の構築と内部
監査部門を活用した監督

補充原則4-3④において、「取締役会はグループ全体を含
めた全社的なリスク管理体制の整備が求められ、内部監査部
門を活用しながら、その運用状況を活用すべきである」とさ
れています（図表1）。ここでは、取締役会によるガバナンス・
リスク・コンプライアンス体制の構築と、内部監査を活用し
た形での運用状況の監督という具体的なPDCA活動を明確
化するように改訂されました。
これに伴い、内部監査部門に対して、内部監査体制の高度
化（親会社の監査役等や会計監査人と子会社の監査役等や
内部監査部門等との連携強化等）や全社的なリスク管理体
制の強化を含むグループガバナンス向上を見据えた内部監査
の実施が求められることになると考えられます。
最近の動向としては、取締役会の機能向上を目的とした取
締役会の実効性評価の支援が増えてきており、なかでもリス
ク・ガバナンスや内部監査に関する議論が多く見られます。

（2）�内部監査部門が取締役会および監査役会に直接報告
を行うデュアル・レポーティングラインの構築

補充原則4-13③においては、「取締役会及び監査役会の機
能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接
報告を行う仕組みを構築すること等により、」という文言が加
筆されました（図表 1）。つまり、内部監査部門からのデュア
ル・レポーティングラインが明記されたことになります。
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元来日本企業では、内部監査部門設置の歴史的な経緯か
ら、内部監査部門は社長直轄の執行側の組織として認識さ
れ、ガバナンス上の内部監査部門の権限や責任は極めて限定
的でした。しかし、最近の企業不祥事の多発という事態を受
け、内部監査の機能不全という問題に焦点があたるようにな
り、本コード改訂においてもデュアル・レポーティングライ
ンの構築が明文化されました。

（3）�サステナビリティや事業ポートフォリオ戦略領域への
監査の検討

上述の2点が今回のコード改訂で内部監査に直接的に関係
する項目ですが、補充原則4-2②において、サステナビリティ
の基本方針の策定や中長期の事業ポートフォリオ戦略領域
の監督に係る取締役会の役割が新しく記されています（図表
1）。
内部監査部門として当該取り組み状況について今後どのよ

うな役割を担えるのかという点、つまり戦略に関する監査に
ついて、内部監査の実務の中で議論が始まっています。
また、中長期視点での検討が必要となるESG（Environ

ment、Social、Governance）リスクを対象とした内部監査
を実施する企業も増えてきており、企業が整備したESGに関
する企業のリスクマネジメントフレームワークが適切に整備
され、ESG関連のリスクが適切に把握・評価され、PDCAが
適切に実施されていることをモニタリングすることが重要と
なっています※2。

2	 内部監査の取り組み事例

CGコードの改訂に伴い、内部監査の重要性はますます高
まってきており、内部監査の取り組みも多様化してきていま
す。そこで以下では、取り組み事例の1つとして経営基盤の
監査について紹介します。
環境の変化が激しく、規程や手順書が現状のプロセスと整
合しない場合やモニタリング担当者の質・量が十分でない場
合、規程や手順書からの逸脱を指摘しても十分な改善につな
がらないことがよくあります。
昨今の環境変化を受けて、これまで一般的に行われてきた

※2	 ESGを考慮したリスクマネジメントと内部監査の役割については、本誌第29号の記
事「ESGを考慮したリスクマネジメントと内部監査の役割」をご参照ください。

	 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202011/risk-mana	
gement-audit.html

図表1：内部監査における取締役会の役割

補充原則4-3④
　コンプライアンスや財務報告に係る内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整備は、適切なコンプライアンスの確保とリスクテ
イクの裏付けとなり得るものであるがり、取締役会はグループ全体を含めたこれらの体制をの適切にな構築しや、内部監査部門を活用しつ
つ、その運用状況をが有効に行われているか否かの監督に重点を置くべすべきである。り、個別の業務執行に係るコンプライアンスの審査
に終始すべきではない。

補充原則4-13③
　上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること
等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を
受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に
提供するための工夫を行うべきである。

補充原則4-2②
　取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。
　また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実
行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。

※赤字部分は前版からの加筆修正箇所。取消線部分は前版からの削除を表す。なお、補充原則4-2②は新設項目である。

出所：東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード ～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～［改訂前からの変更点］」（2021年6月11日）
https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005ln9r-att/nlsgeu000005lnee.pdf

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202011/risk-management-audit.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202011/risk-management-audit.html
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準拠性の監査ではなく、内部統制のベースとなる経営基盤に
着目した内部監査を実践する事例が増加しています。図表 2
に挙げている5つの経営基盤に対する監査の概要は以下のと
おりです。

①方針・規程の監査
企業理念や経営戦略に従って各種方針や規程が整備され、
適時更新されているか、また、各種方針や規程を従業員に浸
透させるための定期的な教育・研修が実施されているかを監
査する。

②組織設計の監査
グループガバナンスの観点から親会社と関係会社それぞ
れの責任と役割が明確になっているか、関係会社に対して適
切な権限委譲がなされているかを監査する。
また、組織のリスク管理が有効に機能しているかどうかを
確認するべく、「3つのライン」※3がグローバルに有効に整備
され、第2線が第1線を支援し、モニタリングが有効に機能
しているかその仕組みを監査する。表面的なチェックの証跡
を確認するのではなく、業務に精通した専門家がリスク管理
者として牽制しているかを確認する。

※3	 3つのラインについては、本号の記事「アシュアランスマップを活用したグループガ
バナンスの高度化」の囲み記事「3つのラインモデル」（10ページ）も参考にしてくだ
さい。

③人材、リスクカルチャーの監査
相互に牽制する担当者の資質や承認者の適正性、第2線を

担当する人材の専門的な能力など、人材の質・量に着目して
確認をする。これは、十分な専門的能力を有さない人材が、
第1線に対するモニタリングに関して重要な役割を担っても、
内部統制が十分に機能しないことが背景にある。
また、リスクカルチャーが浸透していない組織では不正リ
スクが高まり、内部統制も十分に機能しない。風通しが悪い
組織とならないように透明性を高め、リスクカルチャーの重
要性を促進しているかその取り組みを確認する。

④プロセスの監査
内部統制の形骸化を防止するべく、固有リスクに応じたコ

ントロールの構築が重要となる。
事業環境に応じたリスクを識別し、それを踏まえたコント

ロールが整備されているか、手順書の作成や定期的な自己点
検などが実施されているかを監査する。

⑤管理情報の信頼性の監査
共通のプラットフォームを通じて情報が共有され、コミュ

ニケーションを促進しているかどうかを、情報セキュリティ
やデータガバナンスも含めて確認することで、内部統制が有
効に機能しているかを確認する。

図表2：内部統制のベースとなる経営基盤

②
組織設計

①
方針・規程

③
人材、リスク
カルチャー

⑤
管理情報の
信頼性

④
プロセス

● 子会社、関係会社への適切な権限委譲
● エスカレーションルールの整備・運用
● モニタリング機能の有効性
● アシュアランス機能の整備・統合

②組織設計

● 人材棚卸、グローバルローテーション
● 専門人材の継続的な教育研修制度
● 行動規範の浸透、経営層からの発信
● リスクカルチャー醸成の責任明確化

③人材、リスクカルチャー

● データガバナンス
● 情報セキュリティ、サイバーセキュリティ
● DRP（Disaster Recovery Plan）

⑤管理情報の信頼性

● 従業員への浸透を目的とした教育研修
● リスクの重要性に応じたコントロールの整備
● 手順書の作成、定期的な自己点検
● ベストプラクティスの展開

④プロセス

①方針・規程

● 企業理念、経営戦略に沿った各種方針、規
程の整備および事業環境の変化に応じた
タイムリーな方針、規程の改定

● 方針、規程の浸透を目的とした従業員教育



特集：Data for Innovation 特集：内部監査の最前線

9PwC’s View ─ Vol. 35 | November 2021

3	 おわりに

これまで見てきたように、CGコードの改訂に伴い、内部監
査部門の役割、責任範囲が拡大し、よりいっそう企業価値の
向上および持続的成長に資する内部監査が求められます。ま
た、コロナ禍において海外への渡航が制限され、日本本社か
ら海外関係会社への牽制が弱まる中、それらの企業に対して
はグローバルな内部監査態勢の強化が重要となってきます。
今回紹介した経営基盤の監査は単なる一例にすぎず、まず

はグループガバナンスの現状を十分に把握し、各社の実態に
合わせた内部監査の機能強化に取り組むことが重要であると
考えています。
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